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日本共産党の小田桐たかしです。大きく 3 点お聞きします。 

第１、中部地域のまちづくりについては、都計道東深井市野谷線の危険な

交差点の安全対策について、今議会は２か所お聞きします。一つは、西初石

３丁目１４６‐５地先でファミリーマート前交差点です。もう一つは、おお

たかの森西３丁目３‐１地先です。どちらも信号が設置している主要交差点

から５０～１５０メートル離れた場所に位置していますが、南北を貫く都計

道の交通量の増加に加え、駅や周辺住宅地等へ抜ける主要な交差点です。信

号機の設置やドライバーへの注意喚起看板、横断歩道を照らす照明や防犯灯

設置等、交通安全対策が必要と考えますが、当局の答弁を求めます。 

 

大きな第２ 教育行政については、４点お聞きします。 

（1）（仮称）市野谷小学校新設計画や学区等についてです。学区案が示さ

れる下でどのような意見が寄せられていますか、また以前私が指摘したどお

り、自宅の目の前の小学校に通えないという学区区割りを地域住民や保護者

へ提案しなければならない事態をどう受け止めていますかお答えください。 

次に（２）南流山中学校移転計画及び基本設計案について、Ｒ３年４月１

日生徒数６０８人、２２学級から、開校からたった３年後Ｒ９年年度で生徒

数は 1.7 倍の１０６１人・学級は１．５倍の３３学級となるという市の想定値

を前提として以下、具体的に 5 点、お聞きします。①現在の校地面積はＲ９

年度どう変わりますか？②現在の屋外運動場一人当たりの面積は２６．６８

㎡ですが、Ｒ９年度どう変わりますか？③現在の屋内運動場も一人当たりの

面積は１．７１㎡ですが、Ｒ９年度どう変わりますか？④プールや武道場

は、Ｒ９年度はどう変わりますか？⑤生徒数の増加は部活動の活発化につな

がりますが、テニスコートは現在何面からＲ９年度は何面になりますか？駐

輪場も基本設計案では４５０台分としていますが、自転車通学が限定されて

しまいます。武蔵野線より南側の南流山地域も自転車通学をとの要望実現に

は屋根は未設置でも駐輪場スペースは２倍を確保すべきではありませんか？

答弁を求めます。 

 

次に（３）学校現場教職員の自家用車の取り扱いについてです。教職員も

勤務中の移動は公用車及び公共交通の利用することを基本です。しかし、勤

務の効率や実態、交通不便地域がある事を考慮すれば、教職員の自家用車を

必要に応じ、公務使用せざるを得ない実態があると私は認識しています。 

そこでお聞きします。教職員の自家用車は、毎日とはいかないまでも公務

での使用もあるという認識で良いのですか？また、公務使用となれば旅費等
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の取り扱いが明確にされなければなりませんが、どうなっていますか？お答

えください。 

あわせて、本市特有の課題として、ごく一部の学校では教職員が年間１０

万円近い駐車場料金を自己負担させられる…そもそもこんな事態は県内でも

非常に珍しいのではありませんか。県内や近隣各市では本市と同様な実態は

何市あるのですかお答えください。併せて、市内の教職員が駐車場料金を合

計いくら負担しているのか、市教委として把握していればお答えいただくと

ともに、ごく一部の学校で発生している教職員駐車場料金の過大な負担は解

消すべきですが、見解を求めます。 

 

次に（４）小中学校の教職員の欠員対応の現状と改善についてです。今年

10 月 1 日、教職員の講師未配置は、県全体で小学校 189 人、中学校で 59 人

に達し、流山市では小中学校合わせて合計 20 人の欠員です。市内全 26 校中

２校に１校は教職員の欠員が発生しています。そこで、教職員の欠員につい

て現状と改善について答弁を求めます。 

 

 

次に大きな３ 環境行政については 3 点お聞きします。 

（１）ガソリン等燃料費の高騰による影響についてです。焼却炉の温度の安

定化や廃棄物収集運搬など廃棄物処理にはガソリンなどの燃料費の高騰が大

きく影響しかねません。そこで、どういう影響が出ているのか、委託事業者

や契約事業者に過度な負担等を求めていないのか、答弁を求めます。 

 

次に（２）粗大ごみ以外の廃棄物の混入が発覚した粗大ごみ収集運搬業務

委託事業者への業務改善指導についてです。まずどのような経過だったのか

お答えください。併せて６点具体的にお聞きします。①粗大ごみ以外の「ご

み」とは具体的になんですか、②当該委託事業者は、ごみの混入発覚による

改善指導は何度目なのか、③ごみの混入は故意なのか、それとも過失なの

か、④ごみの混入発覚はたまたまだったのか、それとも事前の情報や告発に

よるものなのか、⑤１０/１４の立入調査以外に、従業員への聞き取りは実施

しましたか、⑥今年１１月５日入札、９日公表された粗大ごみ収集運搬業務

委託では、当該事業者が再び落札したと認識していますが、どうだったので

すか答弁を求めます。 
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次に（３）環境行政や廃棄物処理には、市民の協働・協力が必要不可欠で

ある。一方で、一般家庭ごみの指定ごみ袋の使用が来年 4 月から実施される

計画に対し、ごみ集積所を管理している自治会等では 周知徹底や使用につ

いての不安が払しょくされていないと捉えているが、市の見解を問う。ま

た、コロナ禍を理由に、十分な意見交換も実態調査もなく、納得と合意を取

り付けないまま、指定ごみ袋以外は回収しないという期限を切った強権的な

制度導入が禍根を残すことになると捉えているが、新年度に向け今後どのよ

うな取り組みを行い、来年度予算ではどのような位置づけをしているのか、

まずお答えください。 


